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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 9月 11日 (2007.9.11)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 デ ー タ 送 受 信 を 行 う 送 受 信 手 段 と 、 該 送 受 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ た デ ー タ に 対 応 す る
確 認 応 答 情 報 を 生 成 し 、 前 記 送 受 信 手 段 を 介 し て 前 記 確 認 応 答 情 報 を 出 力 す る 伝 送 制 御 手
段 と を 有 す る デ ー タ 通 信 装 置 の 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 送 受 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る デ ー タ の 受 信 間 隔 、 お よ び 、 前 記 伝 送 制 御 手 段 に よ
っ て 前 記 確 認 応 答 情 報 が 生 成 さ れ る 生 成 間 隔 を 検 出 し 、
　 前 記 検 出 し た 受 信 間 隔 が 所 定 の 間 隔 を 超 え た 場 合 、 前 記 検 出 し た 生 成 間 隔 が 所 定 の 間 隔
を 超 え る ま で 、 前 記 伝 送 制 御 手 段 が 生 成 す る 前 記 確 認 応 答 情 報 を 削 除 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る デ ー タ 通 信 装 置 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 検 出 し た 受 信 間 隔 が 所 定 の 間 隔 を 超 え た 場 合 、 前 記 伝 送 制 御 手 段 が 生 成 す る 最 新 の
前 記 確 認 応 答 情 報 の み を 記 憶 す る こ と に よ り 、 前 記 伝 送 制 御 手 段 が 生 成 す る 前 記 確 認 応 答
情 報 を 削 除 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の デ ー タ 通 信 装 置 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 伝 送 制 御 手 段 が 生 成 す る 前 記 確 認 応 答 情 報 の 識 別 情 報 の 重 複 を さ ら に 検 出 し 、 当 該
識 別 情 報 の 重 複 を 所 定 回 数 検 出 し た 際 に 、 前 記 確 認 応 答 情 報 を 削 除 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の デ ー タ 通 信 装 置 の 制 御 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 デ ー タ 通 信 装 置 の 制 御 方 法
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書



【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 発 明 は 、 上 述 し た 問 題 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ っ て 、 バ ー ス ト 的 な Ａ Ｃ Ｋ の 発 生
を 防 止 し 、 リ バ ー ス リ ン ク に 対 す る 負 荷 を 軽 減 す る こ と が で き る デ ー タ 通 信 装 置 の 制 御 方
法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 本 発 明 は 上 記 の 課 題 を 解 決 す る た め に な さ れ た も の で 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 デ ー
タ 送 受 信 を 行 う 送 受 信 手 段 と 、 該 送 受 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ た デ ー タ に 対 応 す る 確 認 応
答 情 報 を 生 成 し 、 前 記 送 受 信 手 段 を 介 し て 前 記 確 認 応 答 情 報 を 出 力 す る 伝 送 制 御 手 段 と を
有 す る デ ー タ 通 信 装 置 の 制 御 方 法 で あ っ て 、 前 記 送 受 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る デ ー タ の
受 信 間 隔 、 お よ び 、 前 記 伝 送 制 御 手 段 に よ っ て 前 記 確 認 応 答 情 報 が 生 成 さ れ る 生 成 間 隔 を
検 出 し 、 前 記 検 出 し た 受 信 間 隔 が 所 定 の 間 隔 を 超 え た 場 合 、 前 記 検 出 し た 生 成 間 隔 が 所 定
の 間 隔 を 超 え る ま で 、 前 記 伝 送 制 御 手 段 が 生 成 す る 前 記 確 認 応 答 情 報 を 削 除 す る こ と を 特
徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 検 出 し た 受 信 間 隔 が 所
定 の 間 隔 を 超 え た 場 合 、 前 記 伝 送 制 御 手 段 が 生 成 す る 最 新 の 前 記 確 認 応 答 情 報 の み を 記 憶
す る こ と に よ り 、 前 記 伝 送 制 御 手 段 が 生 成 す る 前 記 確 認 応 答 情 報 を 削 除 す る こ と を 特 徴 と
す る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 伝 送 制 御 手 段 が 生 成 す
る 前 記 確 認 応 答 情 報 の 識 別 情 報 の 重 複 を さ ら に 検 出 し 、 当 該 識 別 情 報 の 重 複 を 所 定 回 数 検
出 し た 際 に 、 前 記 確 認 応 答 情 報 を 削 除 す る こ と を 特 徴 と す る 。
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